別表第1（第2条関係）
	区域の名称
	対象区域

	抑 制 区 域
	・旧長崎街道等において歴史的な景観及び生活環境を損なうと認められ町道に近接する土地
・その他自然環境を損なうと認められ町道に近接する土地
・その他町長が抑制すべきと判断する土地
・地すべり防止法（昭和33年法律第30号）第3条第1項の地すべり防止区域
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第9条第1項の土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第28条第1項の鳥獣保護区
・農地法（昭和22年法律第229号）第4条第6項第1号イの農用地区域
・森林法（昭和26年法律第249号）第25条の保安林
・河川法（昭和39年法律第167号）第6条第1項の河川区域及び同法第54条第1項の河川保全区域
・砂防法（明治30年法律第29号）第2条の砂防指定地
・文化財保護法（昭和25年法律第214号）第92条第1項の埋蔵文化財を包蔵する土地














[bookmark: _GoBack]別表第2（第7条関係）
	事業区域において造成を行う場合
	宅地造成等規制法（昭和36年法律191号）第3条第1項の宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の技術的基準の例による基準に適合したものであること。

	地盤の安定性の確保
	都市計画法（昭和43年法律第100号）その他関係法令で定める基準を満たすことにより、地盤の安定性が確保されたものであること。

	太陽光発電施設の構造耐力上の安全性
	工作物は、電気事業法（昭和39年法律第170号）第39条第1項に規定する技術基準に基づくとともに、建築基準法その他関係法令の規定に準じて定める基準を満たす安全性を確保するものであること。

	撤去時の措置
	太陽光発電施設の廃止後は、事業者の責任において、次に掲げる措置を行うこと。
　ア　工作物を速やかに撤去すること。
　イ　工作物の撤去・廃棄について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）及び「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン（環境省）」その他関係法令等に従い、適正な処理を行うこと。
　ウ　事業区域であった土地について、修景、整地その他の景観上又は防災上必要な措置を行うこと。




